　　　　　　　　　　　　　

令和７年度　道路等小規模修繕業務委託（複数単価契約）仕様書

１　趣旨
この仕様書は、鎌倉市作業センターが発注する鎌倉市道及び市有地等における舗装版補修等の業務委託について必要な事項を定める。

２　業務の目的
　　道路及び道路管理地の適正な維持管理のための維持補修業務

３　業務場所
　　鎌倉市が所管する道路、道路管理地

４　業務の期間
　　契約締結日から令和８年（2026年）６月30日まで

５　業務内容
道路等小規模修繕業務一覧
	業務の種類
	規格・規模

	舗装版補修工
	人力施工

	
	機械施工

	　区画線工
	10ｍまでの最低保障

	
	10ｍ超の加算単価

	　交通誘導員
	



６　作業の指示及び実施
（１）　各業務の個別箇所における作業（以下「作業」という。）の実施に当たっては、発注者は作業指示書（第1号様式）により受注者に指示し、受注者は当該指示により作業を実施する。
（２）　受注者は、発注者が指示した期限までに作業に着手し、完了しなければならない。
（３）　作業時は交通誘導員を適切に配置し、交通の安全に十分留意すること。


７　作業日
　　作業日は、原則、月曜日から金曜日までの日とする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第3条に規定する休日に該当する場合は、作業は行わない。

８　作業時間
　　作業時間は、午前９時から午後５時までの間とする。

９　用具等
　　作業に要する機械器具等の用具、車両等及びこれらに要する燃料は受注者が用意し、受注者の責任において適切に管理すること。

10　法令遵守・安全管理
　　作業に当たっては、法令を遵守し、交通安全に十分配慮するとともに、周辺の住民等に迷惑をかけないようにすること。

11　完了報告等
（1） 　作業完了後７日以内に作業完了報告書（第２号様式）により発注者に報告すること。
（2） 　作業完了報告書には、現場写真を撮影し、整理して添付する。
（3） 　現場写真は、施工箇所ごとに施工前、出来形管理、品質管理、施工後の状況が確認できるものとすること。
（4） 　現場写真の撮影に当たっては、障害物等作業箇所の状況に応じて作業箇所全体が把握できるようにするとともに、写真撮影箇所が把握できるように留意すること。
（5） 　現場写真はカラー印刷版及びPDFデータを提出すること。
　　
12　完了検査
　　11で提出した作業完了報告書、現場写真により発注者の完了検査を受けること。
